
議案第５３号 

   宝塚市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  平成３０年（２０１８年）２月２３日提出 

宝塚市長 中 川 智 子   

 

宝塚市条例第  号 

   宝塚市介護保険条例の一部を改正する条例 

第１条 宝塚市介護保険条例（平成１２年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第４条に次の１項を加える。 

 ３ 法第５０条第３項に規定する市が定める割合は、規則で定める。 

  第５条に次の１項を加える。 

 ３ 法第６０条第３項に規定する市が定める割合は、規則で定める。 

  第６条第３項中「第４９条の２」を「第４９条の２第１項」に、「第５９条の２」を

「第５９条の２第１項」に改め、「（以下「特定市特別給付受給者」という。）」を

削り、同条に次の１項を加える。 

 ４ 市特別給付受給者のうち、法第４９条の２第２項に規定する要介護被保険者又は法

第５９条の２第２項に規定する居宅要支援被保険者に該当する者が受ける配食サービ

ス費等の支給について第２項の規定を適用する場合においては、同項中「１００分の

９０」とあるのは、「１００分の７０」とする。 

  第７条第２項中「特定市特別給付受給者」を「前条第３項に規定する者」に改め、同

条に次の１項を加える。 

 ３ 前条第４項に規定する者に係る市特別給付の支給限度額について第１項の規定を適

用する場合においては、同項中「１００分の９０」とあるのは、「１００分の７０」

とする。 

  第８条第１項中「特定市特別給付受給者」を「第６条第３項及び第４項に規定する者」

に、「第６条第２項」を「同条第２項」に改め、同条第２項中「市特別給付受給者

（特定市特別給付受給者に限る。）」を「第６条第３項に規定する者」に、「第６条

第３項」を「同項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 市長が、災害その他の規則で定める特別の事情があることにより、市特別給付に係



るサービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた第６条第４項に規定す

る者が受ける配食サービス費等の支給について同項及び前条第３項の規定を適用する

場合においては、これらの規定中「１００分の７０」とあるのは、「１００分の７０

を超え１００分の１００以下の範囲内において規則で定める割合」とする。 

第１０条中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２

年度まで」に改め、同条第１号中「３４，７００円」を「３５，３００円」に改め、

同条第２号中「４３，４００円」を「４４，１００円」に改め、同条第３号中

「５２，１００円」を「５３，０００円」に改め、同条第４号中「６２，５００円」

を「６１，８００円」に改め、同条第５号中「６９，５００円」を「７０，７００円」

に改め、同条第６号中「７９，９００円」を「７９，５００円」に改め、同号ア中

「 以 下 」 を 「 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 ３ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 ３ ３ 条

の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３

第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場

合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。以下この項にお

いて単に」に改め、同条第７号中「９０，３００円」を「９１，９００円」

に改め、同号ア中「１９０万円未満」を「２００万円未満」に改め、同条第８号中

「１０４，２００円」を「１０６，０００円」に改め、同号ア中「１９０万円以上

２９０万円未満」を「２００万円以上３００万円未満」に改め、同条第９号中

「１１８，１００円」を「１２０，１００円」に改め、同号ア中「２９０万円以上」

を「３００万円以上」に改め、同条第１０号中「１３５，５００円」を「１３７，８００

円」に改め、同条第１１号中「１５２，９００円」を「１５５，５００円」に改め、

同条第１２号中「１７０，２００円」を「１７３，２００円」に改め、同条第

１３号中「１８７，６００円」を「１９２，６００円」に改め、同条第１４号中

「２０５，０００円」を「２１２，１００円」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の特別控除額は、租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項又は第３６条の規定により同法第３１条第１項に規定する長期譲

渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第３３条の４第１項若しくは第２項、第

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項又は第

３６条の規定により同法第３２条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除す



べき金額の合計額とする。 

第１１条第４項中「すべて」を「全て」に改める。 

第１２条第３項中「第１０条第６号イ」を「第１０条第１項第６号イ」に、「同条第

１号」を「同項第１号」に改める。 

第２２条の見出しを削る。 

第２５条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。 

附則第２条の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度か

ら平成３２年度まで」に改め、同条中「第１０条第１号」を「第１０条第１項第１号」

に、「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」

に、「３１，２００円」を「３１，８００円」に改める。 

第２条 宝塚市介護保険条例の一部を次のように改正する。 

  目次中「（第３条―第９条）」を「（第３条―第５条）」に、「（第１０条―第１８

条）」を「（第６条―第１４条）」に、「（第１９条―第２１条）」を「（第１５条

―第１７条）」に、「（第２２条）」を「（第１８条）」に、「（第２３条―第２７

条）」を「（第１９条―第２３条）」に、「（第２８条・第２９条）」を「（第２４

条・第２５条）」に改める。 

第６条から第９条までを削り、第４章中第１０条を第６条とし、第１１条を第７条

とする。 

第１２条第３項中「第１０条第１項第６号イ」を「第６条第１項第６号イ」に改め、

同条を第８条とする。 

第１３条を第９条とし、第１４条から第１８条までを４条ずつ繰り上げる。 

第５章中第１９条を第１５条とし、第２０条を第１６条とし、第２１条を第１７条

とする。 

第６章中第２２条を第１８条とする。 

第７章中第２３条を第１９条とし、第２４条から第２７条までを４条ずつ繰り上げ

る。 

第８章中第２８条を第２４条とし、第２９条を第２５条とする。 

附則第２条中「第１０条第１項第１号」を「第６条第１項第１号」に改める。 

附則第３条中「第１５条第１項」を「第１１条第１項」に改める。 

附 則 



 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 (１) 第１条中第４条から第８条までの改正規定及び附則第３項 平成３０年８月１日 

 (２) 第２条の規定及び附則第４項 平成３３年３月１日 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の宝塚市介護保険条例（以下「新条例」という。）第１０

条及び附則第２条の規定は、平成３０年度以後の年度分の介護保険料について適用し、

平成２９年度までの年度分の介護保険料については、なお従前の例による。 

３ 新条例第６条から第８条までの規定は、平成３０年８月１日以後の配食サービスに係

る配食サービス費等の支給について適用し、同日前の配食サービスに係る配食サービ

ス費等の支給については、なお従前の例による。 

４ 第２条の規定の施行前に市特別給付受給者が受けた配食サービスについては、第２条

の規定による改正前の宝塚市介護保険条例第６条から第９条までの規定は、第２条の

規定の施行後も、なおその効力を有する。 

 

 


